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令和５年度 大牟田市教育委員会７月定例会会議録 

 

１．日 時 

  令和５年７月１４日（金） 

 開会１４時００分   閉会１４時５４分 

２．場 所 

  大牟田市庁舎４階教育長室  

３．出席者 

教育長：谷本  理佐 

委 員：嶋田 桂子、山本 和夫、東 秀樹、木場 真帆 

４．欠席者 

なし 

５．出席事務局職員 

事務局長 桑原 正彦、教育監  平河 良、事務局次長  伊藤 英彦、総務課主査  蓮尾 修、 

学校再編推進室長  中野 重則、同室主査  永井 亜紀、学校教育課長  小宮 武士、 

指導室長 杉野 浩二 

６．傍聴人数 

 ０人 

７．開会の宣告等 

１４時００分、教育長が開会を宣告し、本日の議題について非公開の発議の有無の確

認を行った。事務局長から、報告７は個人情報を含むため非公開が相当と考えらえる旨

の報告がなされた。これを受けて、教育長から、報告７を非公開とすることの発議がな

された。採決の結果、全員一致で非公開とすることと決定した。  

 

 

（報告事項） 

１ 大牟田市教育委員会単純労務職員就業規則の一部改正について（臨時代理）【総務課】 

教育長      大牟田市教育委員会単純労務職員就業規則の一部改正について（臨時

代理）について説明をお願いします。 

事務局次長    大牟田市教育委員会単純労務職員就業規則の一部改正について（臨時

代理）について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ 定年年齢の引き上げにより６０歳に達した日以後、定年前に退職した職員につ

いて短時間勤務の職に採用することができる制度が創設されたため、「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員に変更することとなったこ

とから、本規則の一部改正を行う必要が生じたが、教育委員会会議を招集する

暇がなかったため、教育長が臨時代理を行ったこと。 

 

教育長      何かご質問・ご意見等はありませんか。  
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委 員      例えば、昭和３８年度生まれの人の場合は、具体的にどうなりますか。  

事務局次長    昭和３８年度生まれの人は６１歳定年となりますが、６０歳で退職し

た場合は、６１歳を迎える令和６年度に定年前再任用短時間勤務が可能

となるもので、週５日ではなく、週４日や週３日の勤務となります。 

委 員      「６０歳超職員の給与水準が当分の間、６０歳時点の７割水準」にな

るのは、どのような場合ですか。  

事務局次長    資料の「６０歳以降の勤務選択フロー」に、６１歳の年度以降の勤務

形態が３パターン示されています。その中の「役職定年後、非管理職と

して引き続き勤務」と「引き続き非管理職として勤務」は、６１歳の年

度以降もそのままフルタイムで勤務するもので、この２つの場合は７割

水準となります。残る１つの「一旦退職して、定年前再任用短時間勤務

職員として勤務」の場合は、別の制度であり、異なる給与体系となりま

す。 

委 員      先ほどの「当分の間」とは、令和１４年度までの取扱いとなりますか。 

総務課主査    現段階ではそのような考え方ですが、見直しが行われることも考えら

れます。  

委 員      ６０歳超となり、給与が７割水準になった後も昇給はありますか。  

事務局次長    もともと、５５歳を過ぎると、昇任しない限り昇給はありませんので、

お尋ねの場合も、昇給はないと考えられます。 

委 員      退職手当について、「６０歳以降定年前に退職する場合であっても、定

年退職と同様に退職手当を算定」とありますが、これは、令和１４年度

以降も同様の取扱いとなりますか。  

事務局次長    現段階ではそのような考え方ですが、今後、どのような制度設計を行

うかということにもよると考えられます。 

委 員      これらの考え方は、教職員についても同様ですか。  

教育長      はい。定年制については同様の考え方です。  

委 員      ６０歳到達時点で退職金が支給されることはないのですか。  

事務局長     あくまで、実際に退職した際に支給されます。また、仮に６２歳や６

３歳で退職したとしても、６０歳時点の算定額より多くなることはあり

ません。  

教育長      他にありませんか。  

         無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

         （了解する旨の声あり）  

 

 

２ 大牟田市立学校通学区域審議会委員の任命について（臨時代理）【学校教育課】 

教育長      大牟田市立学校通学区域審議会委員の任命について（臨時代理）につ

いて説明をお願いします。 

学校教育課長   大牟田市立学校通学区域審議会委員の任命について（臨時代理）につ

いて説明します。 
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（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会を設置するに当たり、同委員会

の構成員となる大牟田市立学校通学区域審議会委員を任命する必要が生じたが、

教育委員会会議を招集する暇がなかったため、教育長が臨時代理を行ったこと。 

 

教育長      何かご質問・ご意見等はありませんか。  

委 員      城之内委員は、夜間中学について講演をしていただいた方ですか。 

学校教育課長   はい。今年２月に開催した夜間中学市民講演会でご講演いただいた方

です。 

教育長      他にありませんか。  

         無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

         （了解する旨の声あり）  

 

 

３ 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会の任命について（臨時代理）【学校再編

推進室】 

教育長      大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の任命について（臨

時代理）について説明をお願いします。 

学校再編推進室長 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の任命について（臨

時代理）について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員を任命する必要が生じたが、

教育委員会会議を招集する暇がなかったため、教育長が臨時代理を行ったこと。 

 

教育長      何かご質問・ご意見等はありませんか。  

         無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

         （了解する旨の声あり）  

 

 

４ 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会への諮問について（臨時代理）【学校再

編推進室】 

教育長      大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会への諮問について（臨

時代理）について説明をお願いします。 

学校再編推進室長 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会への諮問について（臨

時代理）について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ 大牟田市立学校適正規模・適正配置検討委員会に対し、「大牟田市立学校適正規



 4 

模・適正配置計画第２期実施計画に係る進捗整理及び学校再編整備について」

を諮問する必要が生じたが、教育委員会会議を招集する暇がなかったため、教

育長が臨時代理を行ったこと。 

 

教育長      何かご質問・ご意見等はありませんか。  

         無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

         （了解する旨の声あり）  

 

 

５ 令和５年度教育講座について【指導室】 

教育長      令和５年度教育講座について説明をお願いします。 

指導室長     令和５年度教育講座について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ 市立学校の教職員を対象に実施する本年度の教育講座の日程、内容等について

報告するもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       今年度は、昨年度までよりも講座数を絞り込んだのですか。 

指導室長      はい。様々な事業の見直しを行う中で、夏期の教育講座についても、

検討委員会や校長会と協議を行いました。秋に実施する講座もあるこ

とから、夏期の講座数を絞ったものです。 

委 員       ７月２６日の「ロイロノートを活用した授業づくり」の「ロイロノ

ート」とはどのようなものですか。 

指導室長      学校で活用しているソフトウェアで、授業では、これを活用して様々

な取組が行われています。例えば、子どもたちが自分の考えを書いて、

それをつなぎ合わせて、自分の思考の深まりを見るとか、友だち同士

の意見を交流するなどの活用を行っています。 

教育長       他にありませんか。  

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （了解する旨の声あり） 

 

 

６ 令和５年度夏季休業期間における児童生徒の指導について【指導室】  

教育長      令和５年度夏季休業期間における児童生徒の指導について説明をお願

いします。  

指導室長     令和５年度夏季休業期間における児童生徒の指導について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告）  

・ 夏季休業期間は、日頃の学校生活とは異なり、学校以外で様々な経験をする機
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会が多くなる状況であり、深夜徘徊、万引き等の問題行動や水難事故、交通事

故等の発生が懸念される。そのため、県教育委員会作成の「令和５年度夏季休

業期間における児童生徒の指導について（通知）」等の資料を参考に、適切に児

童生徒の指導を行うよう７月の定例校長会で各学校長に通知したもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       今年度の県教育委員会の資料の中で、例年からの変更点は何でしょ

うか。 

指導室長      資料１ページの１の「（２）倫理観や規範意識の育成について」が挿

入されていること以外に大きな変更はありません。 

委 員       最近気になっているのは自殺予防についてですが、各学校では、夏

休みに入る前に先生方から何か指導がなされていますか。 

指導室長      資料１３ページの「（２）児童生徒の見守りの強化について」には、

相談窓口がいくつか記載されています。「福岡県児童生徒の悩み相談窓

口・ＬＩＮＥ」を紹介したり、つらいときにはＳＯＳを出していいん

だよ、というメッセージを発しているところです。また、自殺を防ぐ

ためには、ゲートキーパー、すなわち家族や友人などの身の周りの人

に悩みを相談して、共有していこうという働きかけをしているところ

です。 

委 員       昨年も言いましたが、自転車の通行について気になることがありま

す。国道２０８号線沿いの、田隈の杉病院付近や倉永小学校付近では、

自転車で車道を通行するとトラック等に巻き込まれる危険があります。

資料には自転車の車道通行厳守の記載があり、道路交通法の規定から

すると、どうしようもないことかもしれませんが、事故に遭わないか

と心配になります。 

指導室長      ご指摘のように、そこここに危険箇所があることから、交通安全に

ついても、毎年、関係団体が集まって協議を行っており、警察にも話

をしているところです。 

委 員       毎朝、小学校の登校時の見守りをしていますが、先日の大雨で電車

が止まり、急きょ、高校の下校時に、保護者が生徒を迎えに行くこと

になりました。一斉に迎えの車が路上に出たため、草木八幡宮前の道

路がすごく渋滞し、それが羽山台小学校の下校時間帯にも重なり、危

険な状況になりました。非常識な保護者も増えていますし、これから

夏休みに入り、子どもたちが自転車で通行することなども多くなると

思いますので、警察を含め、関係者の方々に注意して見守りを行って

いただければと思います。 

指導室長      交通安全や不審者などについては、警察とも連携したり情報共有し

たりしながら対応しています。夏休みに入りますので、警察には改め

て話をしたいと思います。また、地域ぐるみで子どもたちを見守ると

いう視点から、校区まちづくり協議会に校長等が参加していますので、
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地域にもご協力を呼び掛けることや、大牟田地域教育力向上推進協議

会として、地域を挙げて子どもたちを見守っていこうという啓発も、

併せて進めていきたいと思います。 

教育長       他にありませんか。  

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （了解する旨の声あり） 

 

 

７ 令和５年度（前期）大牟田市就学支援委員会報告書について【指導室】  

 ≪大牟田市教育委員会会議規則第３条ただし書きの規定により非公開≫  

 

 

（協議事項） 

１ 令和５年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表に対する同意について【指

導室】 

教育長     令和５年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表に対する同意

について説明をお願いします。  

指導室長    令和５年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表に対する同意

について説明します。  

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告）  

・ 令和５年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果について福岡県教育委員会

が定めた内容・形式により公表することに大牟田市教育委員会として同意する

かどうか回答する必要があるところ、当該内容・形式による公表については特

段問題がないと考えられるため、同意することとするもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       同意をしていない市町はありますか。 

指導室長      市町村内の学校数が１小学校１中学校又は１義務教育学校である場

合は、公表の対象外としています。令和４年度は全ての市町村教育委

員会が公表に同意しています。 

教育長       他にありませんか。  

          無いようでしたら、市町村別結果の公表について、大牟田市教育委

員会として同意する旨、回答してよろしいですか。 

         （承諾する旨の声あり） 

 

 

教育長      その他にご意見、ご質問はありませんか。 

         無いようでしたら、以上で７月定例会を終わります。  
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閉会１４時５４分 


